
　明細書の発行状況に関する事項

　　当センターでは、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書

　を無料で発行しております。

　　また、公費負担医療の需給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。

　　なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理

　で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

　保険外併用療養費に係る療養の基準

　・金属床による総義歯の提供（金属床総義歯の価格）

　・う蝕罹患患者の指導管理（フッ化物局所応用及び小窩裂溝填塞の価格）

　厚生労働大臣が定める掲示事項のうち、地方厚生局長への届出事項【診療報酬の算定方法】

　◆基本診療料

　・医療DX推進体制整備加算

　・歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準

　・歯科外来診療医療安全対策加算１

　・歯科外来診療感染対策加算１

　・歯科診療特別対応連携加算

　◆特掲診療料

　・婦人科特定疾患治療管理料 　　　・有床義歯咀嚼機能検査１のイ 　　　・歯科技工士連携加算２

　・一般不妊治療管理料 　　　・有床義歯咀嚼機能検査２のイ 　　　・光学印象

　・生殖補助医療管理料２ 　　　・睡眠時歯科筋電図検査 　　　・光学印象歯科技工士連携加算

　・ニコチン依存症管理料 　　　・歯科口腔リハビリテーション料２ 　　　・CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

　・プログラム医療機器等指導管理料 　　　・手術用顕微鏡加算 　　　・歯科技工加算

　・HPV核酸検出 　　　・歯根端切除手術の注３ 　　　・歯科矯正診断料

　・HPV核酸検出（簡易ジェノタイプ判定）　　　・口腔粘膜処置 　　　・顎口腔機能診断料

　・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）　　　・レーザー機器加算 　　　・歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

　・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）３　　　・歯周組織再生誘導手術 　　　・歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）３

　・歯科治療時医療管理料 　　　・クラウン・ブリッジ維持管理料

　・在宅患者歯科治療時医療管理料 　　　・歯科技工士連携加算１

2026年４月１日現在

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項関係掲示

項目 フッ化物局所応用（１口腔１回につき） 小窩裂溝填塞 （１歯につき）

価格 1,430円 1,650円

１床あたりの価格 330,000円 385,000円 440,000円

岩手医科大学附属内丸メディカルセンター　保険診療の基準等について

金属の種類 コバルトクロム合金 チタン合金 白金合金


